
所
得
控
除
に
注
意
！

給
与
所
得
控
除
の
金
額
の
引
き
下
げ

　
正
社
員
や
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
給
与
収
入
が

あ
る
人
が
該
当
す
る
「
給
与
所
得
控
除
」
も
改
正
さ
れ

ま
し
た
。「
源
泉
徴
収
票
」
を
見
な
が
ら
確
定
申
告
書

類
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
人
に
よ
っ
て
は

源
泉
徴
収
票
で
控
除
さ
れ
て
い
る
給
与
所
得
控
除
の
金

額
が
昨
年
ま
で
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
給
与
収
入
に
よ
っ
て
控
除
額
が
変
わ
っ
た

た
め
で
す
の
で
、
下
の
表
を
参
照
し
て
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

　

昨
年
は
上
限
額
が
２
２
０
万
円
（
給
与
収
入
が

１
０
０
０
万
円
超
の
人
）
で
し
た
が
、
令
和
２
年
以
降

は
上
限
額
が
１
９
５
万
円
へ
と
下
が
り
、
さ
ら
に
上
限

額
が
適
用
さ
れ
る
給
与
収
入
は
８
５
０
万
円
超
の
人
と

な
り
ま
し
た
。

▼給与所得控除の控除額

給与等の収入金額
（給与所得の源泉徴収票の支払金額） 給与所得控除額

162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超　180万円以下 収入金額×40％－10万円
180万円超　360万円以下 収入金額×30％＋8万円
360万円超　660万円以下 収入金額×20％＋44万円
660万円超　850万円以下 収入金額×10％＋110万円
850万円超 195万円（上限）

所得金額調整控除
　給与所得控除の上限額が 220 万円から 195 万円に引き下げられたために、給与収入が
850 万円を超える人は税負担が増えます。そこで、子育てや介護をする人のために、税負担
が増えないように調整する「所得金額調整控除」が設けられました。所得金額調整控除は、
給与所得から控除します。
　給与収入が 850 万円を超える人は、次の 3 つのどれかに該当するかどうかを確認してくだ
さい。
① 本人が特別障害者 ／ ② 23 歳未満の扶養親族がいる
③ 特別障害者である配偶者や扶養親族がいて、生計を同一にしている
　いずれかに該当する場合には、次の計算式で控除金額を算出してください。なお、給与収
入が 1,000 万円を超える人は、給与収入を 1,000 万円として計算してください。

　（給与収入の金額 － 850 万円）× 10％ ＝ 所得金額調整控除

　また、公的年金の雑所得とアルバイトなどの給与所得がある人は、この 2 つの所得を合計
した金額が 10 万円を超えた場合、給与所得控除額に「所得金額調整控除額」を加算できます。

　公的年金の雑所得※＋給与所得※－ 10 万円　　　※ 10 万円を超える場合は 10 万円

例）公的年金の雑所得が 200万円、給与所得が 100万円の場合、「10万円＋10万円－10万円
＝ 10 万円」となり、給与所得控除額に、10 万円の所得金額調整控除額を加算して計算します。

確認しよう！
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ポイント＆
キーワード

第3章

◦
雑
所
得

◦
給
与
所
得

5
申告書A　第一表

麻布
  3　    3　     1  2

1 0 6 0 0 3 2

東京都港区六本木○-○-○

同上
3

03   0000   0000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

東京りそな 六本木

0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0

1 2 2 0 0 0 0
1 9 0 0 0 0 0

3 1 2 0 0 0 0
2 6 0 0 0 0

5 0 0 0 0
5 0 0 0 0

3 8

4 8
1 2 2 0 0 0 0

1 2 2 0 0 0 0

1 9 0 0
9 5 0 0 0

9 5 0 0 0

9 5 0 0 0
1 9 9 5
9 6 9 9 5

2 4 0 0 0 0

1 4 3 0 0 5

4 0 0 0 0

ヨシタ゛　シケ ル゙

吉田　茂
吉田　茂

3 2 5 0 1 0 9

本人

年
金
の
ほ
か
に
、
給
料
を
受
け
取
っ
て
い
る

  所得の種類  
給与	（支給総額）	………………………200万円
公的年金（支払金額）	…………………300万円

  所得控除  
社会保険料控除		…………………………26万円
生命保険料控除		………………………… 	5万円
地震保険料控除		………………………… 	5万円
配偶者控除		…………………………………38万円

吉田茂さんの場合（年金生活者・妻）

源泉徴収票の「支払金額」
を転記する

該当する控除があれば記入する

「公的年金等の源泉
徴収票」の「支払金
額」を転記する

源泉徴収票の「給与
所得控除後の金額」
を転記する

雑所得の金額を計
算する。計算方法
はP.45参照

課税される所得
金額を計算する

所得を合計する

1

6

2

3

4

7

すでに天引きされて
いる所得税を合計し
て記入する

9

5

「所得税の速算表」
（1-7）をもとに、
税額を計算する

8

納めるべき正しい所
得税額を計算する�

  詳しくは「第7章」参照   

年金のほかに満期保険
金を受け取った場合に
は、「申告書Ａ」を使う

「第二表」の「源泉徴収税額の
合計額」と同じ額を記入する

雑所得などから源泉徴収
された金額を記載する

所得税を納める場合は
上段に、還付される場
合は下段に記入する
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注
意
！

　

給
料
も
年
金
も
、
所
得
税
額
が

源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の

で
、
そ
の
分
は
す
べ
て
合
計
し
て

も
れ
な
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

給
料
と
年
金
を

も
ら
っ
て
い
る
人
は
、

基
本
的
に
確
定
申
告
を
す
る

　
長
年
勤
め
た
会
社
を
定
年
退
職
し
て
、

﹁
再
雇
用
﹂
と
い
う
形
で
引
き
続
き
働

い
た
り
、
あ
る
い
は
自
宅
の
近
く
で
仕

事
を
探
し
、
ア
ル
バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
と
し
て
、
自
分
に
都
合
の
い
い

時
間
だ
け
働
い
て
給
料
を
も
ら
っ
て
い

る
人
が
い
ま
す
。

　
給
料
と
し
て
も
ら
っ
て
い
る
収
入
は
、

基
本
的
に
所
得
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て

い
ま
す
。
所
得
税
が
き
ち
ん
と
天
引
き

さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
勤
務
先
か

ら
年
末
に
交
付
さ
れ
る
﹁
給
与
所
得
の

源
泉
徴
収
票
﹂
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
﹁
会
社
員
の
と
き
の
よ
う
に
年
末
調

整
を
受
け
て
い
る
か
ら
確
定
申
告
を
し

な
く
て
も
い
い
﹂
と
思
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
た
と
え
勤
務
先
で
年
末
調
整

を
受
け
た
と
し
て
も
、
年
金
に
関
し
て

は
年
末
調
整
の
対
象
外
で
す
の
で
、
原

則
と
し
て
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
給
与
所
得
」と「
雑
所
得
」で

確
定
申
告
す
る

　
給
料
と
し
て
１
年
間
に
得
た
収
入
は

﹁
給
与
所
得
﹂、
年
金
は
﹁
雑
所
得
﹂
と

し
て
計
算
し
ま
す
。

　
１
年
間
に
得
た
収
入
が
、
給
料
と
年

金
だ
け
な
ら
ば
、﹁
申
告
書
Ａ
﹂
を
使

用
し
ま
す
。

　
ま
ず
は
﹁
給
与
所
得
﹂
か
ら
計
算
し

ま
す
。
給
与
所
得
の
計
算
は
、
勤
務
先

か
ら
交
付
さ
れ
る
﹁
給
与
所
得
の
源
泉

徴
収
票
﹂
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
申
告

書
Ａ
の
﹁
第
二
表
﹂
か
ら
先
に
記
入
す

る
と
ス
ム
ー
ズ
に
作
成
で
き
ま
す
。

　
﹁
第
一
表
﹂
は
、﹁
給
与
所
得
の
源
泉

徴
収
票
﹂
の
﹁
支
払
金
額
﹂
を
﹁
収
入

金
額
等
﹂
の
﹁
給
与
﹂
の
欄
に
記
入
し

ま
す
。﹁
所
得
金
額
﹂
の
﹁
給
与
﹂
に

は
、﹁
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
﹂
の

﹁
給
与
所
得
控
除
後
の
金
額
﹂
を
記
入

し
ま
す
。
給
与
所
得
の
申
告
方
法
に
関

す
る
詳
し
い
内
容
は
、﹁
2 

︱ 

１ 

会
社

員
と
そ
の
家
族
の
確
定
申
告
の
基
本
﹂

を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
給
与
所
得
の
控
除
額
に
﹁
所

得
金
額
調
整
控
除
額
﹂
を
加
算
で
き
る

場
合
も
あ
り
ま
す
︵
巻
頭
参
照
︶。

　
次
に
﹁
雑
所
得
﹂
に
な
る
年
金
の
所

得
金
額
を
計
算
し
ま
す
。

　
年
金
も
、
ま
ず
は
﹁
第
二
表
﹂
か
ら

作
成
し
て
い
き
ま
す
。
年
金
は
﹁
雑
所

得
﹂
に
な
り
ま
す
の
で
、
所
得
の
種
類

に
﹁
雑
﹂
と
記
入
し
ま
す
。

　
﹁
第
一
表
﹂
に
は
、
公
的
年
金
を
受

け
取
っ
て
い
る
人
は
﹁
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
﹂
に
記
載
さ
れ
た
﹁
支
払

金
額
﹂
を
、﹁
収
入
金
額
等
﹂
の
﹁
雑 

︱ 

公
的
年
金
等
﹂
の
欄
㋑
に
記
入
し
ま

す
。

　
個
人
年
金
も
受
け
取
っ
て
い
る
人
は
、

﹁
個
人
年
金
の
支
払
通
知
書
﹂
に
記
載

し
て
あ
る
﹁
支
払
金
額
﹂
を
、﹁
収
入

金
額
等
﹂
の
﹁
雑 

︱ 

そ
の
他
﹂
の
欄

㋒
に
記
入
し
ま
す
。

　
﹁
所
得
金
額
﹂
の
﹁
雑
﹂
に
記
入
す

る
雑
所
得
は
、
公
的
年
金
だ
け
で
あ
れ

ば
、﹁
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
﹂

に
記
載
し
て
あ
る
﹁
支
払
金
額
﹂
か
ら

所
得
金
額
を
自
分
で
計
算
し
て
記
入
し

ま
す
。

　
個
人
年
金
も
受
け
取
っ
て
い
る
人
は
、

個
人
年
金
の
計
算
方
法
に
従
っ
て
所
得

金
額
を
計
算
し
、
公
的
年
金
の
所
得
金

額
と
合
計
し
た
額
を
記
入
し
ま
す
。

　
詳
し
い
計
算
方
法
は
、﹁
3 

︱ 

1 

年

金
生
活
者
の
確
定
申
告
の
基
本
﹂
を
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。　

  

提
出
書
類

申
告
書
Ａ 

第
一
表（
提
出
用
）

申
告
書
Ａ 

第
二
表（
提
出
用
）

  

添
付
書
類

生
命
保
険
料
等
の
控
除
証
明
書

地
震
保
険
料
の
控
除
証
明
書
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